
令和5年

1/16(月) 3/6 (月) ※当日消印有効

1事業所あたり5万円

 日光市内に事業所を有する中小企業者等（法人及び個人事業主）
※本社・本店が日光市外の方も対象

 申請日時点において事業を営んでおり、引き続き市内で事業継続の意思がある方

1事業所あたり 2万円
市内に複数事業所を所有する場合、事業所数に応じて、支援金の交付対象になります。

申請にあたっては、該当事業所分をまとめて申請ください。 （※1事業者1回限りの申請となりますのでご注意ください。）

〒３２１－１２９２ 日光市今市本町1番地

日光市商工課「電気・ガス料金等支援金担当」宛

原則郵送による

（URL）https://www.city.nikko.lg.jp/shoukou/tyusyoukigyoutoudenkigasu.html

日光市中小企業等
電気・ガス料金支援金

法人
個人
事業主

郵送先

�0288-21-5136
問合せ

日光市商工課 （受付時間：平日9時から17時）

※次の全てを満たす方（詳細は裏面をご確認ください。）

※詳しくは裏面を必ずご確認ください。

対象事業者

交付額等

申請方法

★申請書（様式）は上記URLからダウンロードのほか、市役所(本庁舎)、
各行政センター、地区センター、出張所の窓口でも入手可能です。
ダウンロードや窓口での入手が困難な場合、申請書類を郵送いたします

ので、日光市商工課担当（下記連絡先）までお問合せください。

物価高騰等により事業活動に影響を受けている市内事業者の皆様の
経費の負担軽減と事業継続のための支援金です

※下記宛先に裏面の提出書類を簡易書留、レターパック
など郵便物の追跡ができる方法で郵送願います。



②事業所または事業所の所在地及び主たる事業が確認できる書類
�法 人：法人税の確定申告書類の写し（前事業年度分）

⇒確定申告書別表一の写し及び法人事業概要説明書（両面）
�個人事業主：所得税の確定申告書類等の写し又は営業許可証等の写し

⇒令和3年分 確定申告書B第一表及び所得税青色申告決算書（1、２頁）の写し

③本人が確認できる書類
�法 人：履歴事項全部証明等の写し（3ケ月以内発行のもの）
�個人事業主：運転免許証、マイナンバーカード等 の写し

④複数施設（事業所）の所在を証明する書類（※複数施設をまとめて申請する場合のみ：施設位置図等）
⑤振込先口座が確認できる書類（口座情報が記載された通帳（⾒開き⾴））等の写し

申請要件等

対象事業者（表面参照）で、次の項目に該当する場合、支援金を申請いただけます。
 中⼩企業者等であること（資本⾦の額又は常時使用する従業員数が下表に定める規模）

※会社以外の法人は、業種に関わらず常時使用する従業員数が300人以下であること。

主たる事業の業種
中小企業者等

資本金の額 常時使用する従業員数

製造業、建設業、運輸業、その他業種（下記3業種以外） 3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

サービス業 5千万円以下 100人以下

小売業 5千万円以下 50人以下

 次のいずれかに該当している方

●会社（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、士業法人） ●個人事業主 ●事
業協同組合 ●企業組合 ● 協業組合 ●農事組合法人（協同組合等に該当するものを除く）
●一般社団法人 ●一般財団法人 ●医療法人 ●社会福祉法人 ●法人税法上の収益事業
（法人税法施行令第5条に規定される34事業）を行う特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財
団法人、学校法人

●政治団体 ●宗教上の組織又は団体 ●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
●事業実施に当たって必要な許認可その他事業実施に当たって必要な関係法令上の規定による
要件を欠いている者 ●そのほか補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者

 次のいずれにも該当していない方

 ⽇光市物価⾼騰対策農業者経営⽀援事業費補助⾦の交付を受けていない者

※提出書類にご不明点等ございましたら表面記載の問合先までお気軽にお問合せください。提出書類等

支 援 金 の 申 請 に つ い て

①⽇光市中⼩企業等電気・ガス料⾦⽀援⾦交付申請書兼請求書（宣誓書） 別記様式
※様式は商工課窓口または各支所窓口で受け取るか、市HP からダウンロードできます。表面をご確認ください。

 ①の申請書に必要事項を記⼊し、上記②〜⑤の提出書類を添付の上、期限内(令和5年3月6日
まで）に表面記載の宛先に提出ください。

 申請書類に不備があると、内容確認等に時間がかかります。必ず事前に、ホームページの
「よくある質問」等で詳細をご確認ください。

！


